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スプリングレビュー調書 都市計画部 

 

【基本政策】 

多彩に輝き、持続的に発展する都市づくり 

 

【新たな視点による政策提案】 
 東日本大震災の被害状況を受け、復興への土地利用のあり方を検討 

 都心における老朽化建物や耐震性の劣る建物の再整備 

 

 
【第 2 次浜松市総合計画の計画期間(H23～26)における主要課題等】 
 拡散型都市構造から拠点ネットワーク型の集約型都市構造に転換する都市づくり 

 機能的な交通ネットワークの形成により、誰もが使いやすい公共交通の実現 

 公共交通空白地域の解消を図り、中山間地域の市民の移動手段を確保 

 市民の安心と安全を確保するため、交通安全意識の高揚と交通事故削減 

 都心再生を目指し、民間施設の更新を促進する仕組みを検討 

 景観形成を促進するため、市民や事業者への啓発、指導を推進 

 交通結節点など、多様な都市機能を有する良好な市街地の形成 

 住民協議によるまちづくりを支援し、快適な生活環境を確保 

 
【調査･研究を進めている案件、今後調査･研究を計画している案件】 
 高度地区検討調査（建築物の高さ制限を行うための調査） 

 用途地域の検討調査（将来都市構造実現のための用途地域変更のための調査） 

 浜松駅周辺交通円滑化調査（駅南地下駐車場、駅南北広場改修に向けての調査） 

 市役所周辺交差点改善調査（交差点横断地下道平面化のための調査） 

 都市機能更新促進調査（都市機能更新促進を図るための調査） 

 【新規】都市復興に向けての基礎調査 

 



企画部、都市計画部☆ 
 

【協議事項】(案件名を記入してください) 

① 震災被害から復興への土地利用のあり方 

 

【現状と課題】 

(論点とすべき点を下線で強調してください) 

・被災に伴う避難地・がれき置場・仮設住宅など、臨時的土地利用の敷地確保が課題で

ある。 

・復興に向けた土地利用転換に基づく用地確保のための法的要件や手続き、緩和措置（線

引き、農振除外、農転）などの課題がある。 

・復興計画の策定には、震災被害を想定した浜松市の地理的・社会的条件や施設配置、

土地利用状況などを一元化した地図情報での管理が必要である。 

 
【課題解決に向けた今後の方向性】 

(論点とすべき点を下線で強調してください) 

・被災時の臨時的土地利用のスキームを整理し、公有地以外の敷地を利用するための手

法の検討を行う。 

・都市の再生復興を図る土地利用転換や内陸型土地利用が可能となる、都市計画法や農

地法、森林法など関係法令に捉われない方策を検討し、国へ提案していく。 

・被災状況の把握や復興計画の作成に活用できる地震防災情報システム（ＤＩＳ）構築

に向けて、システムの検討を行うとともに、基礎資料の収集・整理を進める。 

 
【今後の主要事業】 

(論点とすべき事業を下線で強調し、別途資料として政策･事業シートを添付してください) 

○都市復興に向けての基礎調査 

・現状の整理（地理的・社会的条件、主要施設配置、土地利用状況等） 

・臨時的土地利用の課題整理と手法の検討 

・復興に必要な土地利用の課題整理と手法の検討 

○地震防災情報システム（ＤＩＳ）構築調査 

・システム構築のための調査・研究及び実施 
 
 

【論点】 
 復興に向けた土地利用について 
  臨時的土地利用方法の検討 

 復興計画の策定のための地図情報システムの活用について 
  地震防災情報システム構築のための調査・研究 

 

【協議要旨】 

 震災時に民有地、農地等を使用できる手法を検討する。 
 地震防災情報システムに向けては、既存データを集約し、復興に有効となるよう一元的な情報

システムを構築する。 

 







都市計画部、建築住宅部☆ 
 

【協議事項】 

② 都心における老朽化建築物や耐震性に劣る建物の再整備について 

 

【現状と課題】 

現状 

・ 都心の 36ｈａ内に昭和 55 年以前の建物の戸数比率は約 75％である。 

・ テナントが入らず空室している率は、10.5％である。 

課題 

・ 地権者の認識や意向の把握が必要 

・ 優先順位付けについて 

・ 施設更新を義務付けした条例制定について《参考 東京都条例》 

・ 施設更新が円滑に推進される具体的な手法の検討 

 

 
【課題解決に向けた今後の方向性】 

平成 23 年度に都市機能更新促進事業計画作成の業務委託を行う。 

市街地整備の必要性や施行の可能性のある区域について、老朽化建物、耐震性に劣る

建築物の大規模改修や建替えなどの再整備を促進するために、民間主体型で自発的・戦

略的なまちづくりを展開できることを目的とする。 

◆再整備が必要な地区の優先順位付けについて 

・権利者の意向、建物の築年数、規模、利用状況用途、位置等の調査結果を基に、

優先基準を定めて街区単位での順位付けを行う。 

・実現性、緊急性のある地区としてモデル地区（街区）を選定する。 

◆再整備を促進する具体的な方法について 

・民間が主体的に施設更新を図る整備手法のメニュー化（行政の支援策も含む。）を

作成する。 

・予め選定したモデル地区（街区）において、促進事業を実践する。以降、街区単位

で説明会を実施し、周知、再整備の誘導を図る。 

◆条例化に向けたスケジュールについて 

  委託業務と併行して条例化を目指す。 
 

【今後の主要事業】 

・ 都市機能更新促進事業 

   民間の地権者の意見がまとまり、施設更新が決定するまでの事業とする。 

・ 市街地再開発等支援事業・優良建築物等整備支援事業（従来） 

   共同化事業で従来からの国の制度を活用（現 社会資本整備総合交付金） 

・ プロジェクト「ＴОＵＫＡI－０」総合支援事業等の活用（従来） 

  建築物耐震診断事業、建築物耐震補強助成事業、 

緊急輸送道路沿道建築物耐震補強助成事業 

 



都市計画部、建築住宅部☆ 

 

【論点】 
 老朽化建築物の再整備を促進する具体的な方法について 
  モデル地区の選定 
  行政の支援策を含んだ整備手法のメニュー化について 
  施設更新を義務付けした条例の整備 

 

【協議要旨】 

 平成 23 年度内に老朽化建築物更新のためのしくみを整えるとともに、モデル地区を選定し公

表していく。 

 

 


